
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
六
五
）

フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体

の
行
税
財
政
改
革

伊　
　

藤　
　
　
　
　

悟

は
じ
め
に

一　

フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
制
度
の
概
要

二　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
構
成

三　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
行
税
財
政
構
造

四　

小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
論

お
わ
り
に
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
六
六
）

は
じ
め
に

日
本
で
は
、「
地
方
の
時
代
」
と
い
う
こ
と
が
何
度
と
な
く
叫
ば
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
日
本
国
憲
法
第
八
章
に
地
方
自
治
が
定
め
ら

れ
、
日
本
が
中
央
集
権
国
家
か
ら
地
方
分
権
国
家
へ
と
変
革
す
る
こ
と
の
表
明
を
受
け
て
の
提
言
で
あ
り
、
地
方
へ
の
期
待
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
「
地
方
の
時
代
」
は
、
残
念
な
が
ら
、
一
度
も
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
日
本
国
憲

法
制
定
後
も
、
日
本
で
は
、
現
実
に
は
、
依
然
と
し
て
「
三
割
自
治
」
と
評
さ
れ
る
中
央
政
府
主
導
の
地
方
自
治
が
永
続
し
て
い
る
。
ま

た
、
高
度
成
長
期
の
人
口
や
経
済
の
都
市
部
（
特
に
首
都
東
京
都
）
へ
の
一
極
集
中
に
と
も
な
う
地
方
市
町
村
の
過
疎
化
進
行
、
国
内
外
の

産
業
構
造
の
変
化
に
よ
る
自
治
体
経
済
の
悪
化
、
特
に
旧
産
炭
地
で
あ
っ
た
北
海
道
夕
張
市
の
よ
う
に
財
政
破
綻
す
る
自
治
体
も
出
現
し
、

さ
ら
に
三
位
一
体
の
地
方
分
権
改
革
に
よ
り
地
方
交
付
税
の
カ
ッ
ト
が
地
方
へ
の
税
源
移
譲
に
先
行
し
た
こ
と
に
よ
り
市
町
村
財
政
の
危

機
が
増
進
さ
れ
、
住
民
の
生
活
基
盤
の
た
め
の
地
方
行
政
を
担
う
市
町
村
の
存
立
危
機
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
。
住
民
生
活
に
密
接
に
関
係

す
る
市
町
村
の
危
機
は
、
住
民
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
自
治
体
は
、
基
本
的
に
は
、
自
立
か
つ
自
律
し
て
い
る
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
自
治
体
と
し
て
の
市
町
村
は
、
住
民
生
活
の
保
護
団
体
と
し
て
十
分
に
機
能
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

し
か
し
、
住
民
人
口
一
万
人
未
満
の
小
規
模
市
町
村

（
1
）

で
は
、
行
税
財
政
的
窮
地
が
ま
す
ま
す
増
大
し
、
こ
の
解
決
が
模
索
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
市
町
村
の
行
税
財
政
的
窮
地
を
市
町
村
レ
ベ
ル
で
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
広
域
行
政
手
法
と
市
町
村
合
併
が
あ
る
と
言
え
る
。

市
町
村
合
併
は
究
極
的
選
択
で
あ
り
、
住
所
地
の
市
町
村
に
愛
着
を
も
つ
住
民
は
そ
の
市
町
村
が
吸
収
さ
れ
消
滅
す
る
こ
と
を
回
避
し
た

い
も
の
で
あ
る
。
平
成
の
大
合
併
と
言
わ
れ
た
平
成
一
一
年
以
来
の
今
次
の
市
町
村
合
併
に
よ
り
、
日
本
の
市
町
村
数
は
激
減
し
た

（
2
）

。
こ

れ
ら
合
併
の
原
因
の
す
べ
て
が
市
町
村
の
財
政
危
機
（
財
政
赤
字
）
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
合
併
市
町
村
は
、
何
ら
か
の
行
税
財
政

一
〇
八



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
六
七
）

的
窮
地
を
も
ち
、
究
極
的
選
択
で
あ
る
市
町
村
合
併
を
選
択
し
た
も
の
と
考
え
る

（
3
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
地
方
自
治
法
が
定
め
る
一
部
事
務

組
合
（
同
法
二
八
六
条
〜
二
九
一
条
）
や
広
域
連
合
（
同
法
二
九
一
条
の
二
〜
二
九
一
条
の
一
三
）
を
活
用
し
た
広
域
行
政
手
法
に
よ
る
市
町
村

の
行
税
財
政
的
窮
地
を
解
決
す
る
こ
と
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
市
町
村
を
存
続
さ
せ
つ
つ
、
特
定
の
地
方
行
政
事
務
に
つ
き
周

辺
市
町
村
が
協
働
す
る
市
町
村
間
組
合
の
形
式
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
。

市
町
村
の
う
ち
人
口
一
万
人
未
満
の
小
規
模
市
町
村
は
、
地
方
分
権
化
に
よ
る
市
町
村
行
政
に
必
要
な
財
政
需
要
を
充
足
す
る
税
収
が

十
分
で
な
く
、
そ
の
運
営
維
持
に
苦
慮
し
て
い
る
。
平
成
の
大
合
併
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
小
規
模
自
治
体
は
、
日
本
で
は
、
平
成
一
一

年
三
月
末
で
一
、五
三
七
自
治
体
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平
成
二
二
年
三
月
末
に
は
四
五
九
自
治
体
ま
で
激
減
し
た

（
4
）

。
こ
の
よ
う
な
合
併
が

推
進
展
開
さ
れ
た
背
景
と
し
て
は
、
小
規
模
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
財
政
状
況
、
住
民
の
行
政
需
要
に
対
す
る
市
町
村
の
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
質
的
量
的
な
低
下
な
ど
、
多
様
な
理
由
が
あ
っ
た
も
の
と
推
量
さ
れ
る
。
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
的
窮
地
は
、
日
本
だ
け
の
問

題
で
な
く
、
都
市
部
と
農
村
部
と
の
格
差
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
国
に
お
い
て
共
通
す
る
課
題
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
も
同
種
の
課
題
を
抱

え
て
き
た
国
の
一
つ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
も
日
本
と
同
様
に
首
都
一
極
集
中
型
国
家
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
首
都
パ
リ
を
中
心
と
す
る

イ
ー
ル
＝
ド
＝
フ
ラ
ン
ス
（lle-de-F

rance

）
地
域
圏
に
フ
ラ
ン
ス
全
人
口
の
約
五
分
の
一
相
当
が
集
中
し
て
お
り

（
5
）

、
フ
ラ
ン
ス
も
地
方

行
政
改
革
を
展
開
し
、
小
規
模
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
（com

m
une

）
の
合
併
を
国
家
事
業
と
し
て
推
進
し
て
き
た
が
、
日
本
の
よ
う
な
大
合
併

は
起
こ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
、
小
規
模
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
多
数
存
在
し
、
自
立
・
自
律
で
き
な
い
コ
ミ
ュ
ー
ン
も
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

（
6
）

。

そ
の
一
方
で
、
地
域
圏
（région （

7
）

）
が
形
成
さ
れ
地
方
自
治
体
と
し
て
認
知
さ
れ
、
広
域
的
行
政
の
需
要
に
対
応
す
る
行
政
区
画
整
備
も

実
施
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
自
治
体
の
最
小
単
位
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
へ
の
住
民
の
愛
着
が
強
く
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
合
併
は
進
ま
ず
、
コ
ミ
ュ
ー

一
〇
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
六
八
）

ン
は
今
日
で
も
三
六
、〇
〇
〇
以
上
も
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
本
土
面
積
は
約
五
五
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
日
本
の
面
積
三
七
万
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
約
一
・
五
倍
で
あ
る
が
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
数
は
、
日
本
の
市
町
村
数
一
、七
一
八
自
治
体
（
平
成
二
六
年
四
月
現
在
、
総
務
省
調

べ
）
の
二
〇
倍
以
上
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
口
は
、
日
本
の
人
口
の
半
分
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
八
割
を
超
え
る

大
部
分
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
人
口
二
、〇
〇
〇
人
未
満
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
大
部
分
は
人
口
一
万
人

未
満
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

（
8
）

。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
運
営
危
機
が
国
家
的
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
。
そ

の
成
果
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
レ
ベ
ル
段
階
で
の
広
域
行
政
手
法
の
展
開
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
一
つ
が
コ
ミ
ュ
ー

ン
間
共
同
体
（Intercom

m
unalité

）
で
あ
る
。

本
稿
は
、
人
口
規
模
一
万
人
未
満
の
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
危
機
を
回
避
す
る
方
法
を
考
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と
し

て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
広
域
行
政
手
法
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
に
注
目
し
、
そ
の
代
表
の
一
つ
で
あ
る
「
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン

（L
e G

rand L
yon

）」
の
行
税
財
政
シ
ス
テ
ム
を
事
例
模
範
と
し
て
検
討
し
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
と
日
本
の
広
域
行
政
手
法
と
を
比
較
す
る
も

の
と
す
る

（
9
）

。
本
稿
の
目
的
は
、
今
後
の
日
本
に
お
け
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
運
営
の
あ
り
方
、
改
革
に
つ
い
て
提
言
す
る
こ
と
に

あ
る
。

平
成
の
大
合
併
を
推
進
し
た
平
成
一
二
年
当
時
の
与
党
で
あ
る
自
民
党
、
公
明
党
お
よ
び
保
守
党
で
構
成
さ
れ
た
与
党
行
財
政
改
革
推

進
協
議
会
に
お
い
て
基
礎
的
自
治
体
の
強
化
の
視
点
で
市
町
村
合
併
後
の
自
治
体
数
を
一
、〇
〇
〇
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
方
針
も
示
さ

れ
て
い
た
と
さ
れ

（
10
）

、
日
本
で
は
、
市
町
村
合
併
が
国
主
導
で
進
み
実
行
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
自
治
体
の
最
小

単
位
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
合
併
は
稀
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
番
の
理
由
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
す
る
住
民
の
愛
着
で
あ
る
。
愛
着
あ

る
自
治
体
が
行
税
財
政
的
窮
地
に
陥
っ
た
と
き
、
住
民
は
ど
う
す
べ
き
な
の
か
。
市
町
村
合
併
は
、
住
民
に
と
っ
て
究
極
の
選
択
で
あ
り
、

一
一
〇



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
六
九
）

で
き
れ
ば
、
こ
れ
を
回
避
し
た
い
と
考
え
る
。
市
町
村
合
併
を
回
避
し
、
愛
着
あ
る
自
治
体
を
存
続
し
、
次
世
代
へ
と
引
き
継
ぎ
で
き
る

自
治
体
運
営
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
に
代
表
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
の
自
治
体
シ
ス
テ

ム
は
、
今
後
の
日
本
に
お
け
る
小
規
模
自
治
体
・
市
町
村
の
行
税
財
政
シ
ス
テ
ム
の
参
考
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一　

フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
制
度
の
概
要

1　

フ
ラ
ン
ス
地
方
自
治
体
の
構
成

フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
体
（L

es collectivités territoriales de la R
épublique

）
は
、
現
行
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
第
七
二
条
に
お
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
本
土
に
お
い
て
、
一
般
的
に
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
（com

m
une

）、
県
（départem

ent

）、
お
よ
び
地
域
圏
（région

）
が
認
め
ら
れ

て
い
る

（
11
）

。
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
自
治
体
は
、
伝
統
的
に
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
県
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
第
二

次
世
界
大
戦
後
、
地
方
自
治
改
革
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
県
を
ま
と
め
広
域
行
政
圏
の
行
政
区
分
の
一
つ
と
し
て
地
域
圏
が
形
成
さ
れ
、

こ
の
地
域
圏
は
、
公
施
設
法
人
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、
一
九
八
二
年
の
地
方
自
治
改
革
法
に
よ
り
法
的
地
位
を
確
立
し
、
二
〇
〇
三
年
の

憲
法
改
正
に
よ
り
地
方
自
治
体
に
昇
格
し
承
認
さ
れ
て
い
る

（
12
）

。

フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
体
の
最
小
単
位
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
一
月
一
日
現
在
、
三
万
六
、六
八
一
の
コ
ミ
ュ
ー
ン

が
あ
る

（
13
）

。
日
本
と
の
比
較
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
小
規
模
の
も
の
が
多
く
あ
る
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン

の
う
ち
、
パ
リ
（P

aris

）、
マ
ル
セ
イ
ユ
（M

arseille

）、
リ
ヨ
ン
（L

yon
）
の
三
大
都
市
は
、
別
格
で
あ
り
、
行
政
区
画
と
し
て
の
区

（arrondissem
ent

）
を
有
し
て
い
る

（
14
）

。
こ
れ
ら
三
都
市
以
外
に
は
区
は
存
在
し
な
い
。

県
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
上
位
地
方
組
織
と
し
て
設
置
さ
れ
、
一
九
八
二
年
地
方
分
権
改
革
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
中

一
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
七
〇
）

央
集
権
的
国
家
の
地
方
出
先
機
関
で
あ
っ
た
と
言
え
た
が
、
今
日
で
は
、
住
民
の
直
接
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
県
議
会
を
中
心
と
す
る

自
治
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る

（
15
）

。
ま
た
、
地
方
圏
は
、
県
を
越
え
る
広
域
行
政
需
要
に
応
え
る
た
め
に
、
当
初
、
公
施
設
法
人
と
し
て
設
立

さ
れ
、
一
九
八
二
年
地
方
分
権
法
に
よ
り
法
律
上
の
機
関
と
し
て
認
め
ら
れ
、
二
〇
〇
三
年
憲
法
改
正
に
よ
り
、
憲
法
上
の
地
方
自
治
体

に
昇
格
し
た

（
16
）

。
現
在
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
は
、
三
段
階
構
成
を
と
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
検
討
す
る
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
に
代
表
さ

れ
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
・
五
段
階
構
成
と
も
言
わ
れ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
地
方
自
治
体
の
整
備
が
進
み
、
自
治
体
数
の
削
減
が
進
行
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
も

一
九
七
一
年
マ
ル
ス
ラ
ン
法
（la loi M

arcellin

）
を
制
定
し
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
合
併
に
取
り
組
ん
だ
が
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
か
ら
の
反
発
が
あ

り
、
他
の
諸
国
が
大
規
模
な
自
治
体
合
併
に
よ
る
自
治
体
数
の
削
減
を
実
行
し
た
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
五
％
程
度
の
削
減
し
か

実
行
で
き
な
か
っ
た

（
17
）

。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
自
治
体
合
併
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
存
続
し
つ
つ
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
段
階
で
の
広
域

行
政
組
織
（groupem

ent de com
m
unes

）
に
よ
る
自
治
運
営
を
実
行
し
て
き
た

（
18
）

。
現
在
、
こ
れ
は
、
地
方
自
治
体
一
般
法
典
（C

G
C
T
 :C

ode 

général des collectivités territoriales

）
第
五
部
「
地
方
協
力
（la coopération locale

）」
に
規
定
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
協
力
公
施
設
法

人
（E

P
C
I :établissem

ent public de coopération intercom
m
unale

）
で
あ
る
。

2　

コ
ミ
ュ
ー
ン
間
協
力
公
施
設
法
人

フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
協
力
公
施
設
法
人
に
は
、「
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
（les syndicats de com

m
unes

）」、「
コ
ミ
ュ
ー
ン
共

同
体
（les com

m
unautés de com

m
unes :C

C

）」、「
大
都
市
共
同
体
（les com

m
unautés urbaines :C

U

）」、「
都
市
圏
共
同
体
（les 

com
m
unautés d ’agglom

ération :C
A

）」、「
新
都
市
組
合
（les syndicats d ’agglom

ération nouvelle :S
A
N

）」
お
よ
び
「
中
核
都
市
（les 

m
étropoles :M

E

）」
が
あ
る
（C

G
C
T
 art.L

5210-1-1 A （
19
）

）。
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
以
外
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
協
力
公
施
設
法
人
は
、
一
般

一
一
二



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
七
一
）

に
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
（Intercom

m
unalité

）
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
加
盟
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
権
限
事
務
の
一
部

を
共
同
で
実
施
す
る
公
共
団
体
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ー
ン
間
協
力
公
施
設
法
人
は
、
独
自
の
課
税
権
の
有
無
に
よ
り
、
二
区
分
さ
れ
る
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
は
、
課
税
権
を
有

せ
ず
、
単
一
目
的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
（les S

yndicats Intercom
m
unaux à V

ocation U
nique :S

IV
U

）
と
多
目
的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組

合
（les S

yndicats Intercom
m
unaux à V

ocation M
ultiple :S

IV
O
M

）
が
あ
る

（
20
）

。
フ
ラ
ン
ス
で
も
電
気
や
水
道
な
ど
の
普
及
に
伴
い
、
小

規
模
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
単
位
と
す
る
地
方
自
治
の
限
界
が
認
識
さ
れ
、
一
八
九
〇
年
に
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
が
成
立
し
た
。
第
二

次
世
界
大
戦
後
、
首
都
パ
リ
へ
の
人
口
と
経
済
の
集
中
が
認
識
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
る
地
方
改
革
問
題
が
検
討
さ
れ
て
き
た
。
い
く
つ
か
の

地
方
都
市
を
国
策
と
し
て
盛
り
上
げ
、
首
都
と
地
方
の
均
衡
を
図
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
成
果
が
Ｃ
Ｕ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の

合
併
が
進
展
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
広
域
的
自
治
運
営
と
し
て
他
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
以
外
は
、
課
税
権
を
有
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
協
力
公
施
設
法
人
で
あ
る
。
憲
法
上
の
地
方
自
治
体
で
あ
る
コ

ミ
ュ
ー
ン
、
県
お
よ
び
地
域
圏
の
ほ
か
、
そ
の
共
同
体
に
課
税
権
を
付
与
し
、
自
治
行
税
財
政
運
営
を
す
る
の
が
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治

制
度
の
特
徴
と
言
え
る
。
独
自
の
課
税
権
を
有
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
の
税
制
と
し
て
は
、
単
一
職
業
税
制
（fi scalité 

professionnelle unique :F
P
U

）
に
よ
る
も
の
と
、
ま
た
は
付
加
税
制
（fi scalité additionnelle :F

A

）
に
よ
る
も
の
と
が
あ
り
、
Ｃ
Ｕ
は

両
税
制
の
う
ち
一
つ
を
選
択
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
Ｃ
Ａ
は
単
一
職
業
税
制
を
採
用
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
21
）

。

コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
は
、
歴
史
的
に
は
、
Ｃ
Ｕ
か
ら
は
じ
ま
る
。
Ｃ
Ｕ
は
、
一
九
六
六
年
成
立
し
た
大
都
市
共
同
体
法

（
22
）

に
よ
り
ボ
ル

ド
ー
（B

ordeaux

）、
リ
ー
ル
（L

ille

）、
リ
ヨ
ン
（L

yon

）、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
（S

trasbourg

）
の
四
都
市
を
拠
点
と
し
て
（
同
法
三
条
）、

そ
の
設
立
が
企
画
さ
れ
た
。
現
在
の
Ｃ
Ｕ
は
、
地
方
自
治
体
一
般
法
典
Ｌ
五
二
一
五
│
一
条
以
下
に
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

一
一
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
七
二
）

一
九
九
九
年
「
シ
ュ
ヴ
ェ
ヌ
マ
ン
法
（loi C

hevènem
ent （

23
）

）」
等
の
改
正
を
経
て
、
一
五
の
も
の
が
存
在
す
る

（
24
）

。
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
も
そ

の
一
つ
で
あ
る
。

Ｃ
Ｕ
以
外
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
に
つ
い
て
も
、
現
行
の
地
方
自
治
体
一
般
法
典
に
規
定
さ
れ
、
運
用
さ
れ
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ー
ン

共
同
体
（
Ｃ
Ｃ
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
合
併
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
一
つ
の
対
応
策
と
し
て
一
九
九
二
年
法

（
25
）

に
よ

り
制
定
さ
れ
、
一
九
〇
三
の
Ｃ
Ｃ
が
存
在
す
る

（
26
）（C

G
C
T
 art.L

5210-1-1

）。
そ
の
ほ
か
、
二
二
二
の
都
市
圏
共
同
体
（
Ｃ
Ａ
）（C

G
C
T
 art.

L
5216-1

）、
四
の
新
都
市
圏
組
合
（
Ｓ
Ａ
Ｎ
）（C

G
C
T
 art.L

5311-1

）
お
よ
び
一
の
中
核
都
市
（
Ｍ
Ｅ
）（C

G
C
T
 art.L

5217-1

）
が
認
め
ら

れ
て
い
る

（
27
）

。

コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
の
人
口
規
模
に
お
け
る
順
序
と
し
て
は
、
Ｃ
Ｕ
が
二
五
万
人
以
上
（C

G
C
T
 art.L

5214-1

）、
Ｃ
Ａ
が
五
万
人
以

上
で
中
心
地
域
が
一
・
五
万
人
以
上
（C

G
C
T
 art.L

5215-1

）、
人
口
規
模
条
件
が
な
い
Ｃ
Ｃ
（C

G
C
T
 art.L

5216-1

）
の
順
で
規
模
が
小
さ

く
な
る
。
な
お
、
共
通
し
た
規
制
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
は
、「
地
続
き
か
つ
飛
地
な
し
（d ’un seul tenant et sans enclave

）」

と
い
う
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る

（
28
）

。

現
在
、
ほ
と
ん
ど
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
何
ら
か
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
共
同
体
に
属
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
大
統
領
サ
ル
コ
ジ
政
権
に
お
け
る

二
〇
一
〇
年
地
方
制
度
改
革
法

（
29
）

が
成
立
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
地
方
選
挙
等
に
関
す
る
地
方
自
治
体
改
革
を
挙
行
し
た
。

現
在
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
の
進
展
は
、
同
法
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
。

一
一
四



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
七
三
）

二　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
構
成

1　

リ
ヨ
ン
と
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン

リ
ヨ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
南
東
部
に
あ
る
ロ
ー
ヌ
・
ア
ル
プ
地
域
圏
（R

égion R
hône-A

lpes

）
の
中
心
都
市
、
か
つ
ロ
ー
ヌ
県

（D
épartem

ent du R
hône

、
一
、七
四
〇
万
人
）
の
県
庁
所
在
地
で
あ
り
、
ア
ル
プ
ス
の
ロ
ー
ヌ
氷
河
に
発
し
レ
マ
ン
湖
を
経
て
流
れ
る
ロ
ー

ヌ
川
（le R

hône

）
と
ソ
ー
ヌ
川
（la S

aône

）
と
の
合
流
点
に
位
置
す
る
人
口
四
九
万
人
ほ
ど
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
あ
る
。
現
在
、
市
内
行

政
は
、
九
の
区
（arrondissem

ent
）
に
分
け
ら
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
。

リ
ヨ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
大
都
市
で
あ
る
の
で
、
自
立
し
て
自
治
行
政
を
実
施
す
る
自
治
能
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
リ
ヨ
ン
は
、
大
都
市
共
同
体
に
関
す
る
一
九
六
六
年
法
に
基
づ
き
、
周
辺
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
と
も
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
を
形

成
し
て
き
た
。
一
九
六
九
年
設
立
当
初
、
こ
の
大
都
市
共
同
体
は
、
当
初
「C

om
m
unauté urbaine de L

yon

」
の
各
頭
文
字
を
と
り

「
Ｃ
Ｕ
Ｌ
」
と
い
う
略
称
も
使
用
さ
れ
た
が
、
一
九
七
一
年
に
呼
称
を
「C

O
m
m
unauté U

rbaine de L
Y
on :C

O
U
L
Y

」
と
し
た
が
、

一
九
九
一
年
に
現
在
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
（le G

rand L
yon

）
と
呼
称
改
名
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る

（
30
）

。

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
ロ
ー
ヌ
県
の
県
庁
所
在
地
で
あ
る
リ
ヨ
ン
を
中
心
と
す
る
大
都
市
共
同
体
で
あ
り
、
現
在
、
ロ
ー
ヌ
県
内

二
九
三
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
う
ち
リ
ヨ
ン
に
隣
接
す
る
五
九
コ
ミ
ュ
ー
ン
（
他
県
に
所
属
し
て
い
た
も
の
も
あ
る
）
に
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
ロ
ー
ヌ
県
の
面
積
の
一
五
％
を
占
め
る
約
五
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
面
積
を
有
し
（
東
京
都
二
三
区
六
二
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

よ
り
も
や
や
狭
く
、
横
浜
市
四
三
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
よ
り
広
く
、
札
幌
市
一
一
二
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
約
半
分
）、
人
口
で
は
一
三
〇
万
人

を
超
え
る
住
民
、
ロ
ー
ヌ
県
の
八
〇
％
を
超
え
る
住
民
を
抱
え
て
い
る
。
人
口
面
で
み
た
と
き
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン

一
一
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
七
四
）

間
協
力
公
施
設
法
人
の
中
で
最
大
規
模
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
リ
ヨ
ン
が
パ
リ
に
続
く
フ
ラ
ン
ス
第
二
位
の
都
市
と
さ

れ
る
。

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
庁
舎
は
、
リ
ヨ
ン
三
区
に
あ
る
国
鉄
（
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
）
パ
ー
ル
・
ド
ュ
ー
駅
（G

are du P
art-D

ieu

）
近
く
の
ラ
ッ
ク

通
り
（rue du L

ac
）
に
あ
る
。
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
代
表
（P

resident du G
rand L

yon

）
は
、
リ
ヨ
ン
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
長
（m

aire

）
で

あ
る
コ
ロ
ン
ブ
氏
（G

érard C
ollom

b

、
所
属
政
党
は
社
会
党
）
が
二
〇
〇
一
年
よ
り
現
在
ま
で
担
当
し
て
い
る

（
31
）

。

2　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
構
成
コ
ミ
ュ
ー
ン

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
二
〇
一
四
年
六
月
現
在
、
リ
ヨ
ン
周
辺
の
五
九
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
て
構
成
さ
れ
て
い
る
大
都
市
共
同
体
で
あ
る
。

そ
の
構
成
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
次
頁
表
の
通
り
で
あ
る

（
32
）

。

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
構
成
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
は
、
リ
ヨ
ン
の
ほ
か
に
住
民
人
口
一
〇
万
人
を
超
え
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
一
つ
あ
る
が
、

基
本
的
に
は
中
小
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
中
心
と
な
っ
て
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
形
成
さ
れ
て
い
る
。
中
に
は
、
二
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
二
平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
も
あ
る
。
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
構
成
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
人
口
と
面
積
を
み
る
と
、
フ
ラ
ン
ス

の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
規
模
が
日
本
と
比
較
し
基
本
的
に
い
か
に
小
規
模
で
あ
る
か
が
理
解
で
き
る
。

三　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
行
税
財
政

1　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
権
限
事
務

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
と
し
て
の
大
都
市
共
同
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
コ

ミ
ュ
ー
ン
が
有
す
る
権
限
事
務
の
い
く
つ
か
を
加
盟
コ
ミ
ュ
ー
ン
か
ら
移
譲
さ
れ
行
使
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
主
な
事

一
一
六



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
七
五
）

グランド・リヨンの構成コミューン（アルファベット順）
コミューン名称 長 人口 面積（ha）

1 Albigny-sur-Saône Pierre ABADIE 4,299 195
2 Bron Annie GUILLEMOT 39,371 1,030
3 Cailloux-sur-Fontaines Michel ROUSSEAU 2,546 869
4 Caluire et Cuire Philippe COCHET 42,075 1,045
5 Champagne-au-Mont-d'Or Bernard DEJEAN 5,276 260
6 Charbonnières-les-Bains Gérald EYMARD 4,927 413
7 Charly Claude VIAL 4,611 509
8 Chassieu Jean-Jacques SELLES 9,876 1,157
9 Collonges-au-Mont-d'Or Claude REYNARD 3,906 378
10 Corbas Jean-Claude TALBOT 10,736 1,188
11 Couzon-au-Mont-d'Or Patrick VERON 2,599 311
12 Craponne Alain GALLIANO 10,057 462
13 Curis-au-Mont-d'Or Pierre GOUVERNEYRE 1,155 303
14 Dardilly Michèle VULLIEN 9,014 1,399
15 Décines-Charpieu Laurence FAUTRA 26,221 1,701
16 Ecully Yves-Marie UHLRICH 18,244 845
17 Feyzin Yves BLEIN 9,403 964
18 Fleurieu-sur-Saône Hubert GUIMET 1,406 291
19 Fontaines-Saint-Martin Virginie POULAIN 3,084 274
20 Fontaines-sur-Saône Thierry POUZOL 6,394 232
21 Francheville Michel RANTONNET 13,238 818
22 Genay Arthur ROCHE 5,216 849
23 Givors Martial PASSI 19,852 1,150
24 Grigny Xavier ODO 9,201 575
25 Irigny Jean-Luc DA PASSANO 8,451 884
26 Jonage Lucien BARGE 5,834 1,211
27 La Mulatière Guy BARRET 6,650 185
28 La Tour de Salvagny Gilles PILLON 3,880 843
29 Limonest Max VINCENT 3,471 912
30 Lissieu Yves JEANDIN 3,095 550
31 Lyon Gérard COLLOMB 499,785 4,795
32 Marcy-l'Etoile Joël PIEGAY 3,611 537
33 Meyzieu Michel FORISSIER 31,493 2,301
34 Mions Claude COHEN 12,103 1,157
35 Montanay Gilbert SUCHET 2,895 716
36 Neuville-sur-Saône Valérie GLATARD 7,377 547
37 Oullins François-Noël BUFFET 25,514 440
38 Pierre-Bénite Jérôme MOROGE 10,094 448
39 Poleymieux-au-Mont-d'Or Corinne CARDONA 1,326 620
40 Quincieux Pascal DAVID 2,931 1,772
41 Rillieux-la-Pape Alexandre VINCENDET 30,387 1,159
42 Rochetaillée-sur-Saône Michel COMTE 1,556 129
43 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Marc GRIVEL 5,716 729
44 Saint-Didier-au-Mont-d'Or Denis BOUSSON 6,597 834
45 Saint-Fons Nathalie FRIER 17,150 606
46 Saint-Genis-Laval Roland CRIMIER 21,291 1,292
47 Saint-Genis-les-Ollières Didier CRÉTENET 4,713 374
48 Saint-Germain-au-Mont-d'Or Renaud GEORGE 2,809 543
49 Saint-Priest Gilles GASCON 43,017 2,971
50 Saint-Romain-au-Mont-d'Or Pierre CURTELIN 1,124 261
51 Sainte Foy-lès-Lyon Véronique SARSELLI 22,108 683
52 Sathonay-Camp Pierre ABADIE 4,299 195
53 Sathonay-Village Jean-Pierre CALVEL 2,265 515
54 Solaize Guy BARRAL 2,831 810
55 Tassin-la-Demi-Lune Pascal CHARMOT 20,292 740
56 Vaulx-en-Velin Hélène GEOFFROY 43,298 2,095
57 Vénissieux Michèle PICARD 60,744 1,533
58 Vernaison André VAGANAY 4,545 406
59 Villeurbanne Jean-Paul BRET 146,578 1,452

Total 1,332,537 52,463
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
七
六
）

務
と
し
て
は
、
①
地
方
都
市
計
画
の
策
定
、
建
築
許
可
、
協
議
整
備
地
区
の
指
定
な
ど
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と
、
②
小
学
校
、
幼
稚
園
、

図
書
館
等
の
設
置
・
管
理
、
通
学
用
輸
送
（
都
市
圏
内
）
の
確
保
等
、
教
育
・
文
化
行
政
、
③
コ
ミ
ュ
ー
ン
道
・
上
下
水
道
の
整
備
、
家

庭
ご
み
の
処
理
、
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
の
整
備
な
ど
生
活
関
連
施
設
、
④
保
育
所
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
運
営
等
、
社
会
福
祉
等

が
挙
げ
ら
れ
る

（
33
）

。

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
主
要
な
権
限
と
し
て
は
、
①
道
路
管
理
（la voirie

）、
②
飲
料
水
配
給
と
下
水
整
備
（L

a distribution d ’eau 

potable et l ’assainissem
ent

）、
③
家
庭
ご
み
の
収
集
処
理
（L

a collecte et traitem
ent des ordures m

énagères

）、
④
移
動

（
34
）

と
駐
車
（L

es 

déplacem
ents et le stationnem

ent
）、
⑤
Ｐ
Ｌ
Ｕ
（le plan local d ’urbanism

e

）、
Ｓ
Ｄ
（schém

a directeur

）
な
ど
の
都
市
計
画
策
定

（L
’élaboration de docum

ents d ’urbanism
e

）、
⑥
居
住
お
よ
び
社
会
住
宅
（L

’habitat et le logem
ent social

）、
⑦
大
規
模
都
市
設
備
（L

es 

grands équipem
ents d ’agglom

ération

）、
⑧
地
域
経
済
発
展
計
画
（L

e schém
a de développem

ent économ
ique du territoire

）
と
さ
れ
、

ま
た
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
公
共
的
広
場
、
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
・
サ
イ
ト
、
企
業
誘
致
、
開
発
用
保
留
地
、
屠
殺
（
畜
殺
）
場
、
大
型

市
場
、
墓
地
に
つ
い
て
も
管
理
し
て
い
る

（
35
）

。
な
お
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
飲
料
水
、
社
会
住
宅
、
公
共
輸
送
、
駐
車
場
、
公
設
市
場
な
ど
に

つ
い
て
は
、
外
部
委
託
も
さ
れ
て
い
る

（
36
）

。

し
た
が
っ
て
、
保
育
所
、
高
齢
者
施
設
、
小
学
校
、
図
書
館
な
ど
の
運
営
は
、
加
盟
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他

の
多
く
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
に
つ
い
て
は
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
と
し
て
実
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
長
が
国
の
代
表
と
し

て
行
う
戸
籍
、
公
安
、
選
挙
、
法
令
告
示
な
ど
は
、
依
然
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
事
務
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
結
婚
の
儀
は
、
リ
ヨ
ン

各
区
長
の
立
会
の
も
と
で
区
役
所
に
て
行
わ
れ
、
結
婚
し
た
ば
か
り
の
カ
ッ
プ
ル
が
区
役
所
か
ら
親
族
や
友
人
、
そ
し
て
音
楽
隊
あ
る
い

は
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
す
車
の
列
と
と
も
に
街
を
に
ぎ
や
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
リ
ヨ
ン
街
中
を
走
る
路
面
電
車
、
地
下
鉄
、

一
一
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フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
七
七
）

バ
ス
な
ど
は
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
に
よ
り
運
行
さ
れ
、
リ
ヨ
ン
と
ベ
ッ
ト
・
タ
ウ
ン
で
も
あ
る
近
隣
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
を
結
ん
で
い
る

（
日
本
の
大
都
市
の
市
営
バ
ス
等
も
近
隣
市
町
村
ま
で
の
延
長
運
行
を
す
べ
き
で
あ
る
。
過
疎
化
に
よ
り
、
Ｊ
Ｒ
の
廃
線
、
代
行
バ
ス
も
廃
止
、
タ
ク
シ
ー

も
撤
退
と
い
う
市
民
の
足
が
な
い
市
町
村
も
出
現
し
う
る
）。

2　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
行
政

二
〇
一
三
年
の
自
治
体
選
挙
制
度
の
改
革

（
37
）に

よ
り
、
都
市
共
同
体
議
会
（C

onseil de com
m
unauté

）
の
議
員
（conseillers com

m
unautaires

）

も
直
接
普
通
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
二
〇
一
四
年
三
月
二
三
日
と
三
〇
日
の
両
日
に
実
施
さ
れ
た
地
方
選
挙

（
38
）

に
お
い

て
、
直
接
普
通
選
挙
が
は
じ
め
て
都
市
共
同
体
に
も
採
用
さ
れ
た
。
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ー

ン
議
会
（C

onseil m
unicipal

）
と
同
様
、
都
市
共
同
体
議
会
（
年
に
一
〇
回
ほ
ど
開
催
）
に
よ
り
行
政
が
執
ら
れ
、
一
六
二
名
の
議
会
議
員

が
五
九
コ
ミ
ュ
ー
ン
（
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
一
名
以
上
、
人
口
規
模
で
の
議
員
定
数
配
置
が
な
さ
れ
て
い
る
）
に
お
い
て
選
出
さ
れ
て
お
り
、
議
会
が

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
代
表
（P

résident du G
rand L

yon

、
今
回
の
選
挙
の
結
果
で
、
コ
ロ
ン
ブ
氏
が
再
選
さ
れ
て
い
る
）
と
事
務
局
（B

ureau

）

に
権
限
を
委
ね
、
議
会
選
出
の
二
五
名
副
代
表
（vice-presidents

、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
行
政
事
務
を
分
掌
す
る
）
お
よ
び
六
名
の
評
議
員

に
よ
り
事
務
局
が
構
成
さ
れ
、
事
務
に
関
す
る
決
定
が
な
さ
れ
、
組
織
運
営
さ
れ
て
い
る

（
39
）

。

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
行
政
組
織
は
、
事
務
総
局
（D

irection générale

）、
水
局
（D

irection de l ’eau

）、
衛
生
局
（D

irection de la 

propreté

）、
交
通
局
（D

irection de la voirie

）、
資
源
委
員
会
（D

élégation générale aux ressources

）、
経
済
・
国
際
開
発
委
員
会

（D
élégation générale au développem

ent économ
ique et international

）、
お
よ
び
都
市
開
発
委
員
会
（D

élégation générale au développem
ent 

urbain

）
に
て
構
成
さ
れ
る

（
40
）

。

一
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
七
八
）

3　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
税
財
政

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
財
政
規
模
は
、
二
〇
一
三
年
度
予
算
ベ
ー
ス
で
は
、
一
九
億
三
、五
二
〇
万
ユ
ー
ロ
（
一
ユ
ー
ロ
一
四
〇
円
換
算

で
二
七
〇
九
億
二
八
百
万
円
）
で
あ
る

（
41
）

。
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
予
算
は
、
経
常
事
務
支
出
（les dépenses de fonctionnem

ent

）
と
投
資
支

出
（les dépenses d ’investissem

ent

）
と
に
区
分
さ
れ
概
念
さ
れ
て
い
る
。
経
常
事
務
支
出
は
、
都
市
共
同
体
と
し
て
の
働
き

（fonctionnem
ent

）、
す
な
わ
ち
衛
生
管
理
、
水
管
理
、
道
路
交
通
管
理
、
公
共
交
通
機
関
な
ど
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
支
出
で
あ
り
、

一
方
、
投
資
支
出
は
、
経
済
雇
用
発
展
、
都
市
移
動
、
住
宅
、
都
市
機
能
、
都
市
環
境
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
都
市
共
同
体
の
社
会
資
本

整
備
に
投
じ
ら
れ
る
支
出
で
あ
る

（
42
）

。

二
〇
一
三
年
度
予
算
で
は
、
経
常
事
務
部
門
で
は
、
収
入
一
三
億
二
、八
九
〇
万
ユ
ー
ロ
、
支
出
一
〇
億
七
、二
二
〇
万
ユ
ー
ロ
、
剰
余

金
（
投
資
部
門
の
収
入
へ
）
二
億
五
、六
七
〇
万
ユ
ー
ロ
、
投
資
部
門
で
は
、
剰
余
金
二
億
五
、六
七
〇
万
ユ
ー
ロ
、
収
入
六
億
六
四
〇
万

ユ
ー
ロ
、
支
出
八
億
六
、三
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
、
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
て
い
た

（
43
）

。

そ
の
収
入
源
は
、
税
収
二
九
・
八
八
％
、
国
か
ら
の
譲
与
交
付
金
二
五
・
七
％
、
雑
収
入
（
家
庭
ご
み
収
集
税taxe d ’enlèvem

ent des 

ordures m
énagères （

44
）

、
通
行
料péages

、
下
水
道
負
担
金redevance d ’assainissem

ent

、
リ
ヨ
ン
北
部
環
状
道
路
通
行
料péage du B

P
N
L

（L
e 

boulevard périphérique nord de L
yon

）、
整
備
開
発
税taxe locale d ’équipem

ent

、
資
産
譲
渡
収
入produit de cessions de biens

）

二
〇
・
〇
六
％
、
起
債
額
一
九
・
七
一
％
、
補
助
金
四
・
三
五
％
、
そ
の
他
〇
・
三
％
と
い
う
構
成
で
あ
る

（
45
）

。

都
市
共
同
体
（
Ｃ
Ｕ
）
は
、
独
自
の
課
税
権
を
有
し
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
単
一
職
業
税
制
（
Ｆ
Ｐ
Ｕ
）
に
よ
る
も
の
と
、
ま
た
は
付

加
税
制
（
Ｆ
Ａ
）
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る

（
46
）

。
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
単
一
職
業
税
制
を
課
税
し
て
い
る
。
単
一
職
業
税
制
は
、
旧
職
業

税
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
、
地
域
経
済
分
担
金
（C

ontribution économ
ique territoriale

）
と
言
わ
れ
る
企
業
不
動
産
割
額
（cotisation 

一
二
〇



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
七
九
）

foncière des entreprises

）、
企
業
付
加
価
値
割
額
（cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

）、
組
織
企
業
一
定
税
額
（l ’im

position 

forfaitaire sur les entreprises de réseaux

）
お
よ
び
非
建
築
不
動
産
税
付
加
税
（taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés 

non bâties
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

（
47
）

。

四　

小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
論

1　

小
規
模
自
治
体
の
危
機
と
広
域
行
政
要
請

人
口
一
万
人
以
下
の
市
町
村
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
な
ど
小
規
模
自
治
体
で
は
、
住
民
の
行
政
需
要
を
十
分
に
満
た
す
人
材
力
も
財
政
力
も
欠

け
る
も
の
も
多
く
あ
る
と
予
測
さ
れ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
人
口
の
都
市
部
流
出
、
経
済
産
業
構
造
の
変
革
等
に
よ
る
基
盤
産
業
の

衰
退
（
た
と
え
ば
石
炭
産
業
や
林
業
の
衰
退
）、
行
政
事
務
の
拡
大
（
義
務
教
育
、
社
会
保
障
、
普
通
選
挙
、
ご
み
収
集
処
理
、
公
害
・
環
境
、
車
社

会
に
対
応
し
た
道
路
整
備
、
等
）、
事
務
の
Ｉ
Ｔ
化
（
各
種
事
務
の
電
子
処
理
・
管
理
）、
等
、
小
規
模
自
治
体
は
、
経
常
的
に
財
政
的
危
機
を

ま
ね
く
状
況
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
界
的
共
通
の
状
況
で
あ
ろ
う
。
過
疎
化
の
進
行
に
よ
る
税
収
減
、
そ
の
一
方
で
、
事
務
経
費
の
膨
張

も
あ
り
、
小
規
模
自
治
体
は
、
財
政
収
入
と
支
出
の
両
面
で
の
ダ
ブ
ル
・
パ
ン
チ
を
受
け
、
財
政
危
機
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
、
ま
た
そ
の

過
程
に
あ
る
と
言
え
る
。
日
本
に
お
け
る
平
成
の
市
町
村
大
合
併
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
合
併
市
町
村
の
相
当
数
に
お
い
て
財
政
危
機

が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
小
規
模
自
治
体
に
お
け
る
財
政
危
機
が
深
刻
で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
小
規
模
自
治
体
は
、
何
ら
か
の
方
策
を
講
じ
、
財
政
危
機
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
現
実
的
要
請
で
あ

る
。
単
年
度
の
財
政
危
機
は
、
起
債
な
ど
で
凌
げ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
規
模
自
治
体
が
も
つ
構
造
的
経
常
的
財
政
危
機
は
、
抜
本

的
な
行
税
財
政
構
造
の
改
革
を
し
な
け
れ
ば
解
決
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
行
政
事
務
の
広
域
行
政
運
営
に
よ
る
支
出
の
効
率
化
は
、
一

一
二
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
八
〇
）

般
的
に
行
わ
れ
る
施
策
で
あ
る
。
広
域
行
政
運
営
は
、
自
治
体
間
事
務
組
合
（
日
本
で
は
一
部
事
務
組
合
お
よ
び
広
域
連
合
、
フ
ラ
ン
ス
で
は

単
一
目
的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
Ｓ
Ｉ
Ｖ
Ｕ
と
多
目
的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
Ｓ
Ｉ
Ｖ
Ｏ
Ｍ
）、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
（
日
本
に
類
似

の
も
の
な
し
）、
自
治
体
合
併
も
含
め
観
念
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
自
治
体
合
併
は
、
小
規
模
自
治
体
が
有
す
る
財
政
危
機
を
解
決
す
る
ベ
ス
ト
な
も
の
で
あ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
（
平
成

の
大
合
併
の
ア
ウ
ト
・
カ
ム
評
価
が
十
分
で
な
い
、
ま
た
合
併
し
な
い
財
政
危
機
を
も
つ
自
治
体
も
現
に
あ
る
）。
自
治
体
合
併
が
国
策
と
し
て
推
進

さ
れ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
合
併
が
進
展
し
な
か
っ
た
よ
う
に
、
自
治
体
合
併
に
は
課
題
も
多
く
あ
る
（
フ
ラ
ン
ス
で
の
合
併
障

害
と
し
て
コ
ミ
ュ
ー
ン
へ
の
市
民
の
愛
着
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
）。
日
本
の
市
町
村
合
併
に
は
、
市
町
村
の
「
名
を
捨
て
て
実
を
と
る
」、
ま
た

は
「
寄
ら
ば
大
樹
の
陰
」
と
い
う
感
が
あ
る
。
平
成
の
大
合
併
は
、
市
町
村
に
目
の
前
の
ニ
ン
ジ
ン
と
し
て
の
各
道
府
県
に
お
い
て
合
併

支
援
特
別
交
付
金
な
ど
の
支
給
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
大
規
模
進
展
の
要
因
の
一
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
自
治
体
合
併
に
は
、
地
理
的

（
隣
地
自
治
体
で
あ
る
こ
と
）、
社
会
的
（
伝
統
、
文
化
、
生
活
慣
例
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
）、
経
済
的
、
政
治
的
諸
条
件
が
整
う
こ
と
が
必
要
で

あ
ろ
う
。

ま
た
、
事
務
組
合
は
、
組
合
締
結
し
た
自
治
体
に
と
っ
て
行
政
事
務
運
営
の
効
率
化
に
伴
う
財
政
支
出
の
削
減
が
見
込
ま
れ
る
。
し
か

し
、
す
べ
て
の
自
治
体
行
政
事
務
に
つ
き
、
効
率
化
と
支
出
削
減
が
期
待
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
事
務
組
合
に
よ

り
、
自
治
体
の
人
的
財
政
的
負
担
が
増
と
な
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
自
治
体
間
の
協
力
よ
り
は
、
民
間
委
託
の
ほ
う
が
経
済
的
効
率
を
上

げ
る
と
き
も
あ
る
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
行
政
事
務
を
民
間
委
託
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。

小
規
模
自
治
体
の
行
財
政
危
機
は
、
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
を
要
請
す
る
。
し
か
し
、
自
治
体
合
併
は
回
避
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
回

避
し
た
い
も
の
で
あ
り
、
事
務
組
合
で
は
不
十
分
な
対
応
と
な
る
恐
れ
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
三
の
選
択
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
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フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
八
一
）

ミ
ュ
ー
ン
共
同
体
方
式
の
採
用
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
既
存
の
自
治
体
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
な
く
、
国
と
末
端
自
治
体
と
を
調
整
す
る
中

間
自
治
体
（
日
本
の
都
道
府
県
、
フ
ラ
ン
ス
の
県
お
よ
び
地
域
圏
）
で
も
な
く
、
基
本
的
に
は
最
小
単
位
の
自
治
体
で
あ
る
。

2　
「
名
を
捨
て
な
い
で
実
を
と
る
」
改
革
〜
市
町
村
間
共
同
体
の
創
設

い
か
な
る
小
さ
な
国
家
に
お
い
て
も
地
方
自
治
体
が
認
め
ら
れ
る
。
市
民
生
活
は
、
そ
の
住
所
地
を
所
管
す
る
地
方
自
治
体
の
行
政
施

策
に
深
く
関
係
し
て
い
る
。
区
市
町
村
の
行
政
施
策
の
あ
り
方
が
、
住
所
の
選
定
基
準
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
社
会
資
本
整
備
（
道
路
、

公
共
交
通
、
電
気
、
ガ
ス
、
上
下
水
道
、
病
院
）、
子
育
施
策
（
幼
稚
園
、
保
育
所
、
小
中
高
教
育
）、
老
齢
者
施
策
（
介
護
、
福
祉
事
業
）、
環
境
施

策
（
公
害
対
策
、
自
然
保
全
）
な
ど
の
良
し
悪
し
が
区
市
町
村
の
「
住
み
た
い
ま
ち
」
ラ
ン
キ
ン
グ
を
決
定
す
る
と
も
い
え
る
。

市
民
生
活
の
基
礎
は
、
血
縁
関
係
に
よ
る
家
族
で
あ
る
。
そ
し
て
、
地
縁
関
係
者
、
友
人
な
ど
の
社
会
関
係
が
形
成
さ
れ
、
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
基
本
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
考
え
で
あ
る
。
こ
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
が
政
治
関
係
や
経
済
関
係
に
よ
り
変
質
さ
れ
、
実
際
の
地
方
自
治
体
は
、
存
在
し
、
市
民
生
活
と
結
び
つ
い
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
地
方
自
治
体
の
最
小
単
位
で
あ
る
市
町
村
、
同
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
も
、
基
礎
的
に
は
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
前
提
と
し

形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
市
民
生
活
の
中
で
、
社
会
共
通
の
利
益
、
市
民
の
福
利
を
考
慮
し
、
各
主
権
国
家
の
地
方

団
体
と
し
て
国
家
的
枠
組
の
中
で
、
市
町
村
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
変
質
し
て
き
た
と
考
え
る
。

現
在
の
市
町
村
の
機
能
は
、
市
民
生
活
の
変
容
に
対
応
し
て
市
民
の
行
政
に
対
す
る
要
請
も
多
様
化
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
ま
た
国
家

の
枠
組
の
中
で
の
国
家
に
よ
る
市
町
村
へ
の
行
政
施
策
ま
た
は
事
務
要
請
も
多
方
面
に
及
ぶ
も
の
と
な
り
、
か
つ
高
度
で
複
雑
な
も
の
と

な
っ
て
き
て
お
り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
支
え
る
組
織
で
あ
る
と
い
う
単
純
な
も
の
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
、
市
町
村
と

い
う
自
治
組
織
体
は
、
市
民
生
活
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
歴
史
や
文
化
を
背
景
に
市
町
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四
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（
三
八
二
）

村
は
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
使
用
言
語
（
方
言
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
い
）、
風
習
な
ど
も
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ご
と
に
異
な
る
こ
と

か
ら
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
代
の
市
町
村
は
、
伝
統
的
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
基
盤
と
し
、
こ
れ
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
多
く
の

社
会
的
、
政
治
的
、
経
済
的
活
動
を
も
支
え
て
い
る
。
地
域
産
業
経
済
振
興
を
指
導
す
る
の
も
市
町
村
で
あ
る
。
ま
た
、
時
と
し
て
、
市

町
村
は
、
国
家
の
枠
組
を
越
え
、
外
国
と
の
交
流
活
動
な
ど
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
活
動
を
実
行
し
て
い
る
（
姉
妹
都
市
協
定
な
ど
）。
各
市
町

村
は
、
そ
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
支
え
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
発
展
し
、
地
理
的
自
然
的
条
件
、
社
会
経
済
的
条
件
に
応
じ
た
独
自
の
機

能
を
実
行
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
中
で
、
小
規
模
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
は
、
そ
の
行
政
活
動
の
経
済
的
基
盤
と
な
る
税
財
政
運
営
に
お
い
て
危
機
に
陥

る
場
合
が
多
か
っ
た
、
ま
た
今
後
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
財
政
危
機
の
な
い
小
規
模
自
治
体
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
（
北
海
道
で
は
北
海
道
電
力

の
原
子
力
発
電
所
が
あ
る
泊
村
が
財
政
的
に
豊
か
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
小
規
模
自
治
体
は
例
外
で
あ
る
）。
自
治
体
の
財
政
危
機
の
原
因
は
様
々

で
あ
る
（
夕
張
市
な
ど
の
ヤ
ミ
起
債
に
よ
る
破
綻
は
想
定
外
、
論
外
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
）。
一
般
的
に
人
口
減
に
よ
る
財
政
収
入
の
減
少
、
必

要
的
社
会
資
本
整
備
（
役
場
や
学
校
等
の
建
設
、
道
路
整
備
、
ご
み
処
理
場
）
へ
の
投
資
と
そ
れ
を
担
保
す
る
起
債
と
そ
の
利
子
負
担
な
ど
は
、

回
避
で
き
な
い
構
造
的
財
政
危
機
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

市
町
村
の
財
政
危
機
を
回
避
す
る
に
は
、
税
収
等
を
増
額
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
財
政
支
出
の
削

減
な
い
し
効
率
化
が
考
慮
さ
れ
る
。
か
つ
て
、
ご
み
処
理
に
お
い
て
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
問
題
が
発
生
し
た
際
、
こ
れ
に
対
応
す
る
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
対
策
を
講
じ
た
ご
み
焼
却
場
の
新
設
を
で
き
な
い
小
規
模
自
治
体
が
多
く
出
現
し
た
。
そ
の
結
果
、
問
題
を
抱
え
た
市
町
村
が
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
対
応
焼
却
場
を
有
す
る
隣
接
市
町
村
に
収
集
ご
み
の
処
理
委
託
を
す
る
か
、
問
題
を
抱
え
た
隣
接
市
町
村
が
ご
み
処
理
に
関
す

る
事
務
組
合
を
組
織
し
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
対
策
を
講
じ
る
と
い
う
状
況
が
全
国
的
に
認
識
さ
れ
た
。
市
町
村
一
般
事
務
と
し
て
一
般
廃
棄
物

一
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フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
八
三
）

処
理
等
に
関
す
る
事
務
は
、
財
政
的
負
担
が
多
額
に
な
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

構
造
的
財
政
危
機
を
市
町
村
合
併
で
解
決
で
き
る
の
か
。
市
町
村
合
併
は
、
自
治
体
の
広
域
化
で
あ
り
、
人
口
増
を
伴
う
も
の
で
あ
る

が
、
財
政
危
機
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
不
確
定
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
寄
ら
ば
大
樹
の
陰
」
と
い
う
合
併
で
あ
れ
ば
、
当
該
財

政
危
機
を
か
か
え
た
自
治
体
は
、
財
政
危
機
か
ら
救
済
さ
れ
る
。
し
か
し
、
当
該
自
治
体
は
消
滅
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
質
的
に
、
合

併
が
自
治
体
の
救
済
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
自
治
体
の
救
済
は
、
自
治
体
の
存
続
維
持
が
あ
っ
て
こ
そ
の
も
の
で
あ
る
。

自
治
体
を
消
滅
さ
せ
ず
存
続
維
持
し
、
自
治
体
の
財
政
危
機
を
解
決
す
る
行
税
財
政
改
革
は
何
か
。
や
は
り
、
そ
れ
は
、
市
町
村
合
併

で
は
な
い
広
域
行
政
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
模
範
と
な
る
も
の
が
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
に
代
表
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
コ

ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
行
政
の
効
率
を
求
め
て
の
も
の
と
い
う
印
象
を
受
け
る
が
、
一
面
、
現
代
フ
ラ
ン
ス

が
提
示
し
て
き
た
連
帯
（S

olidalité

）
と
い
う
思
考
に
よ
る
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
体
一

般
法
典
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ
Ｔ
）
も
、
コ
ー
ポ
ラ
シ
ヨ
ン
（cooporation

、
協
力
）、
共
同
体
（com

m
unauté

）
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
小
規
模
自

治
体
の
行
税
財
政
的
危
機
を
解
消
す
る
た
め
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
が
あ
る
と
は
明
確
に
は
断
言
で
き
な
い
が
、
結
果
的
効
果
と
し
て

は
危
機
解
消
と
い
う
効
果
が
期
待
さ
れ
う
る
も
の
と
評
価
す
る
。

3　

課
税
権
を
も
つ
市
町
村
間
共
同
体
の
創
設

日
本
の
広
域
行
政
で
あ
る
広
域
連
合
は
、
広
域
連
合
の
長
と
議
会
議
員
を
選
挙
で
選
出
す
る
（
地
方
自
治
法
二
九
一
条
の
五
）
な
ど
、
組

織
的
に
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
異
な
る
点
と
し
て
は
、
独
自
の
課
税
権
の
有
無
が

あ
る
。
日
本
の
も
の
は
課
税
権
が
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
は
課
税
権
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
の
広
域
連
合
で
は
、
構
成
自

治
体
の
行
政
事
務
の
広
域
的
処
理
に
よ
り
、
経
費
支
出
の
合
理
化
が
図
ら
れ
る
が
、
収
入
に
つ
い
て
の
合
理
化
が
実
現
せ
ず
、
結
果
と
し

一
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第
八
十
巻
第
二
号
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二
〇
一
四
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（
三
八
四
）

て
、
財
政
全
般
の
合
理
化
と
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
評
す
る
。

市
町
村
間
の
広
域
連
合
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
四
八
条
に
基
づ
き
、
市
町
村
が
後
期
高
齢
者
医
療
の
事
務
（
保
険
料
の
徴
収
の
事
務
及
び
被
保
険
者
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
も

の
と
し
て
同
法
律
施
行
令
二
条
で
定
め
る
事
務
を
除
く
）
を
処
理
す
る
た
め
、
都
道
府
県
の
区
域
ご
と
に
当
該
区
域
内
の
す
べ
て
の
市
町
村
が

加
入
す
る
広
域
連
合
を
設
置
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
然
、
小
規
模
市
町
村
の
行
税
財
政
危
機
を
解
消
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
は
、
基
本
的
に
は
、
高
齢
者
医
療
事
務
の
効
率
性
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

現
行
の
日
本
の
地
方
自
治
行
税
財
政
法
令
は
、
市
町
村
お
よ
び
都
道
府
県
と
い
う
普
通
地
方
公
共
団
体
に
の
み
課
税
権
を
認
め
、
特
別

地
方
公
共
団
体
で
あ
る
広
域
連
合
に
課
税
権
を
認
め
な
い
（
地
方
自
治
法
二
二
三
条
お
よ
び
二
九
一
条
の
九
、
地
方
税
法
一
条
①
Ⅳ
お
よ
び
②
）。

現
実
の
広
域
連
合
は
市
町
村
間
の
も
の
が
少
な
く
（
広
域
連
合
で
は
な
く
市
町
村
合
併
が
進
ん
だ
こ
と
も
あ
る
が
）、
そ
の
担
当
事
務
も
フ
ラ
ン

ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
と
比
べ
る
と
単
純
で
あ
り
複
数
事
務
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
規
模
自
治
体
を
残
し
、
小
規
模
自
治

体
の
行
税
財
政
危
機
を
解
消
す
る
に
は
、
今
後
の
小
規
模
自
治
体
は
、
広
域
的
市
町
村
共
同
体
を
形
成
し
、
行
政
事
務
と
施
策
の
合
理
化

お
よ
び
効
率
化
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
広
域
的
市
町
村
共
同
体
は
、
地
方
自
治
体
と
し
て
認
知
し
、
独
自
の
課
税
権
を
法

的
に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
地
方
自
治
体
は
、
自
立
し
て
、
市
民
生
活
を
支
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
も
、
広
域

的
市
町
村
共
同
体
は
、
独
自
の
課
税
権
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。

お
わ
り
に

慣
れ
親
し
ん
だ
市
町
村
が
地
図
か
ら
な
く
な
る
こ
と
は
、
寂
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
地
元
民
で
な
い
者
に
と
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
に

一
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感
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
地
元
市
民
に
と
っ
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
市
町
村
合
併
が
「
名
を
捨
て
て
実
を
と
る
」
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
良
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
市
町
村
合
併
を
せ

ず
に
「
名
を
捨
て
な
い
で
実
を
と
る
」
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
な
お
良
い
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
、
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
で

実
践
さ
れ
て
い
る
行
税
財
政
シ
ス
テ
ム
を
紹
介
し
た
。
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
歴
史
的
に
は
国
策
と
し
て
の
地
方
対
策
に
よ
り
形
成
さ

れ
た
と
も
い
え
る
が
、
今
日
で
は
、
地
域
で
の
「
連
帯
」
を
軸
と
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
と
し
て
、
独
自
の
課
税
権
を
も
ち
、
独
自

の
行
財
政
を
展
開
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
一
方
で
、
加
盟
コ
ミ
ュ
ー
ン
も
、
独
立
し
た
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
平
成
の
市
町
村
大
合
併
は
、「
名
を
捨
て
て
実
を
と
る
」
ま
た
は
「
寄
ら
ば
大
樹
の
陰
」
と
い
う
感
を
受
け
る
。
日
本

で
は
市
町
村
合
併
に
よ
り
、
近
年
、
多
く
の
政
令
指
定
都
市
が
誕
生
し
た
（
二
〇
〇
三
年
さ
い
た
ま
市
、
二
〇
〇
五
年
静
岡
市
、
二
〇
〇
六
年
堺

市
、
二
〇
〇
七
年
新
潟
市
お
よ
び
浜
松
市
、
二
〇
〇
九
年
岡
山
市
、
二
〇
一
〇
年
相
模
原
市
、
二
〇
一
二
年
熊
本
市
）。
植
物
も
、
接
木
に
よ
り
丈
夫

に
成
長
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
枯
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
地
方
自
治
体
は
、
そ
の
独
自
の
歴
史
と
文
化
に
支
え
ら
れ
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

形
成
し
発
展
し
て
き
て
い
る
。「
地
続
き
」
で
あ
る
か
ら
合
併
し
て
共
に
発
展
で
き
れ
ば
よ
い
が
、
封
建
時
代
の
陣
取
り
合
戦
を
経
て
形

成
さ
れ
て
き
た
各
個
の
地
方
自
治
体
が
「
連
帯
」
し
て
自
治
運
営
す
る
こ
と
に
は
、
あ
る
程
度
の
困
難
も
あ
る
と
考
え
る
。
平
成
の
大
合

併
は
、
現
代
の
陣
取
り
合
戦
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
危
機
は
、
今
後
も
地
方
自
治
運
営
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
解
消
案
と
し
て
広
域
行
政
と

し
て
の
課
税
権
を
も
つ
市
町
村
間
共
同
体
を
提
言
し
た
（
市
町
村
合
併
の
ア
ウ
ト
・
カ
ム
評
価
に
よ
っ
て
は
、
合
併
が
日
本
で
の
ベ
タ
ー
な
選
択

で
あ
っ
た
と
な
る
が
、
不
確
定
で
あ
る
）。
市
民
に
と
っ
て
地
元
自
治
体
の
安
定
が
市
民
生
活
基
盤
の
安
定
に
と
っ
て
最
重
要
な
も
の
で
も
あ

り
、
小
規
模
自
治
体
は
、
合
併
に
よ
ら
ず
、
そ
の
地
域
で
の
自
治
体
間
の
連
帯
を
も
っ
て
、
行
税
財
政
の
安
定
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
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本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
八
六
）

ま
た
、
国
や
都
道
府
県
は
、
そ
の
法
的
、
税
財
政
的
サ
ポ
ー
ト
を
す
べ
き
で
あ
る
（
補
完
性
の
原
則
の
適
用
）。
し
か
し
な
が
ら
、
相
当
に

合
併
が
進
展
し
て
い
る
日
本
に
お
い
て
、
こ
の
提
言
が
時
期
を
逸
し
た
提
言
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
残
念

で
あ
る
。

な
お
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
リ
ヨ
ン
中
核
都
市
（la m

étropole de L
yon

）
の
構
築
を
進
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
県
が
有
し

て
い
る
権
限
事
務
を
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
が
実
行
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
が
日
本
の
政
令
指
定
都
市

に
類
似
す
る
機
能
を
も
つ
自
治
体
に
な
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

日
本
と
フ
ラ
ン
ス
は
単
一
国
家
で
あ
り
、
そ
の
地
方
自
治
制
度
の
比
較
研
究
は
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
近
時
の
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
地
方
改
革
に
は
関
心
を
も
っ
て
研
究
す
る
価
値
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
の
地
方
行
税
財
政
の
日
仏
比
較
法
研
究
に
つ
い
て

は
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
1
） 

「
小
規
模
自
治
体
」
に
関
す
る
法
的
定
義
は
な
い
。
本
稿
は
、
住
民
人
口
一
万
人
を
基
準
と
し
て
用
い
て
、
こ
れ
未
満
で
あ
る
市
町
村
を
小
規

模
自
治
体
と
す
る
。
こ
れ
は
、
日
本
の
総
務
省
も
今
次
の
市
町
村
合
併
に
お
い
て
採
用
し
て
い
る
（
総
務
省
（
自
治
行
政
局
合
併
推
進
課
）
報
道
資

料
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
」（
平
成
二
二
年
三
月
）
六
頁http://w

w
w
.soum

u.go.jp/gapei/pdf/100311_1.pdf

、
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載

確
認
）。
な
お
、
環
境
省
は
、
都
道
府
県
、
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
例
市
及
び
こ
れ
ら
が
加
入
す
る
特
別
地
方
公
共
団
体
以
外
の
地
方
公
共

団
体
で
、
住
民
人
口
一
五
万
人
未
満
を
小
規
模
自
治
体
と
し
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
環
境
省
地
球
環
境
局
地
球
温
暖
化
対
策
課
の
「
小
規
模
地
方
公

共
団
体
に
お
け
る
Ｌ
Ｅ
Ｄ
街
路
灯
等
導
入
促
進
事
業
に
つ
い
て
（
概
要
）（
平
成
二
五
年
二
月
）」http://w

w
w
.env.go.jp/earth/ondanka/biz_

local/24_15/gaiyo.pdf

）、「
平
成
二
五
年
度
小
規
模
地
方
公
共
団
体
対
策
技
術
率
先
導
入
補
助
事
業
公
募
要
領
（
平
成
二
五
年
六
月
）」（http://

一
二
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w
w
w
.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/25_07/yoryo-reg.pdf

）、
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）。

（
2
） 

日
本
に
お
い
て
市
町
村
合
併
は
、
明
治
の
大
合
併
、
昭
和
の
大
合
併
、
平
成
の
大
合
併
と
区
分
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
、
日
本
の
市
町
村
数

は
激
減
し
て
き
た
。
詳
細
は
、
前
掲
・
総
務
省
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
」
一
頁
掲
載
の
「
市
町
村
合
併
に
よ
る
市
町
村
数
の
変
遷
」
参
照
。

（
3
） 
市
町
村
合
併
の
理
由
と
し
て
は
、
財
政
状
況
が
首
位
に
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
地
方
分
権
の
推
進
や
少
子
・
高
齢
化
対
策
も
挙
げ
ら
れ
て
い

る
（
公
益
財
団
法
人
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
「
市
町
村
合
併
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
結
果
（
同
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内

http://w
w
w
.toshi.or.jp/app-def/w

p/w
p-content/uploads/2013/09/syukeikekka2.pdf

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
に
基
づ
く
、
前

掲
・
総
務
省
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
」
五
頁
「
合
併
し
た
理
由
」
集
計
グ
ラ
フ
参
照
）。

（
4
） 

小
規
模
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
数
は
、
前
掲
・
総
務
省
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
」
六
頁
掲
載
の
「
市
町
村
合
併
の
推
進
状
況
」
を
参

照
し
た
。

（
5
） 

フ
ラ
ン
ス
の
人
口
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
、
様
々
な
機
関
か
ら
公
表
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
人
口
統
計
研
究
所
（IN

E
D
 :Institut 

national d’études dém
ographiques

）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.ined.fr/

）
内
に
て
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
し
た
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
フ
ラ
ン
ス
本
土
（F

rance m
étropolitaine

）
の
人
口
は
、
二
〇
一
二
年
一
月
一
日
現
在
、
六
三
、四
〇
九
、一
九
一
人
と
さ
れ
、
イ
ー
ル
＝

ド
＝
フ
ラ
ン
ス
地
域
圏
の
人
口
は
、
一
一
、九
一
四
、八
一
二
人
と
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w
.ined.fr/fr/france/structure_population/

regions_departem
ents/

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）。

（
6
） 

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
合
併
推
進
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
が
地
方
制
度
の
整
備
と
し
て
自
治
体
数
の
削
減

を
し
て
き
た
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
状
況
も
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
合
併
お
よ
び
再
編
に
関
す
る
一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
法
律
（L

oi nº 71-

588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupem
ents de com

m
unes

）、
通
称
「
マ
ル
ス
ラ
ン
法
（la loi M

arcellin

）」
が
制
定
さ
れ
、

整
備
さ
れ
た
。
当
初
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
合
併
が
推
進
さ
れ
た
が
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
か
ら
の
反
発
が
多
く
、
結
局
、
今
の
よ
う
に
三
六
、〇
〇
〇
を
超
え

る
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
未
だ
に
存
在
す
る
状
況
が
続
き
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
合
併
は
進
展
し
て
い
な
い
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
合
併
は
、
現
行
の
地
方

自
治
体
一
般
法
典
（C

G
C
T
 :C

ode général des collectivités territoriales
）
Ｌ
二
一
一
三
│
一
条
以
下
の
規
定
に
よ
り
、
実
施
さ
れ
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
き
紹
介
報
告
す
る
も
の
と
し
て
、
石
田
三
成
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
と
地
方
の
役
割
分
担
」
財
務
総
合
政
策
研
究
所

一
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八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
八
八
）

『
主
要
諸
外
国
に
お
け
る
国
と
地
方
の
財
政
役
割
の
状
況
』
報
告
書
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
六
日
）（
財
務
総
研
ト
ッ
プhttp://w

w
w
.m

of.go.jp/

pri/
＞

研
究
活
動＞

報
告
書
等＞

地
方
経
済
財
政
関
連
）
第
七
章
四
三
九
│
四
四
〇
頁
お
よ
び
四
四
八
頁
参
照
（http://w

w
w
.m

of.go.jp/pri/

research/conference/zk079/zk079_07.pdf

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）。

（
7
） 
フ
ラ
ン
ス
地
方
自
治
体
の
一
つ
で
あ
る
地
域
圏
（région

）
は
、
邦
語
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
読
み
で
あ
る
「
レ
ジ
ョ
ン
」、
あ
る
い
は

「
州
」
な
ど
の
表
記
で
の
紹
介
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、「
地
域
圏
」
と
す
る
。
こ
れ
は
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.

am
bafrance-jp.org/-Japonais-

）
内
「
フ
ラ
ン
ス
を
知
る
」＞

「
フ
ラ
ン
ス
の
基
礎
デ
ー
タ
」
項
内
「
地
方
自
治
制
度
」（
二
〇
一
四
年
六
月
掲

載
確
認
）
の
記
事
に
て
「
フ
ラ
ン
ス
本
国
は
地
方
自
治
体
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
市
町
村
、
県
、
地
域
圏
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
よ
う
な
連
邦
国
家
の
構
成
単
位
で
あ
る
「
州
」
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
「état

」
と
い
う
こ
と
か
ら
、「région

」
を
「
地
域

圏
」
と
い
う
訳
語
で
表
記
す
る
。
地
域
圏
（région

）
は
、
か
つ
て
の
プ
ロ
バ
ン
ス
（provence

）
と
の
区
別
な
ど
を
考
慮
し
て
の
呼
称
で
あ
る
。

ま
た
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
（com

m
une

）
を
市
町
村
と
せ
ず
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
表
記
紹
介
す
る
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
あ
る
パ
リ
や
リ
ヨ
ン
を
「
パ
リ
市
」
や

「
リ
ヨ
ン
市
」
と
紹
介
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
は
日
本
の
よ
う
な
市
町
村
の
区
分
は
な
い
こ
と
か
ら
、
単
に
「
パ
リ
」、

「
リ
ヨ
ン
」
と
表
記
紹
介
す
る
。

（
8
） 

フ
ラ
ン
ス
内
務
省
（M

inistère de l’Intérieur

）
地
方
自
治
総
局
（D

irection générale des collectivités locales: D
G
C
L

）
が
運
営
す

る
サ
イ
ト
（http://w

w
w
.collectivites-locales.gouv.fr/

）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
同
局
冊
子
「L

es collectivités locales en chiff res 2014

」

（
以
下
、「
Ｄ
Ｇ
Ｃ
Ｌ
二
〇
一
四
年
冊
子
」
と
略
す
）（http://w

w
w
.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiff res-2014

）
八

頁
は
、
共
和
国
の
人
口
六
、五
一
〇
万
人
を
三
六
、六
八
一
コ
ミ
ュ
ー
ン
、
一
〇
一
県
、
二
七
地
域
圏
に
お
け
る
人
口
分
布
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
る
と
、
住
民
人
口
五
〇
〇
人
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
一
九
、九
一
六
コ
ミ
ュ
ー
ン
、
住
民
人
口
五
〇
〇
以
上
二
、〇
〇
〇
人
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン

は
一
一
、九
二
三
コ
ミ
ュ
ー
ン
、
こ
れ
ら
の
合
計
が
三
一
、五
三
九
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
な
り
、
全
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
約
八
五
・
九
％
に
も
及
ぶ
が
、
そ
の
住

民
人
口
は
全
人
口
の
二
四
・
四
％
で
し
か
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
人
口
一
万
人
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
三
五
、七
三
八
コ
ミ
ュ
ー

ン
と
な
り
、
結
果
、
人
口
一
万
人
以
上
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
フ
ラ
ン
ス
に
は
一
、〇
〇
〇
コ
ミ
ュ
ー
ン
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
9
） 

筆
者
が
、
札
幌
大
学
の
海
外
研
修
制
度
に
基
づ
き
、
二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
一
年
間
、
リ
ヨ
ン
第
三
大
学
ジ
ャ
ン
・
ム
ー
ラ
ン
大
学
の
税
財
政

一
三
〇



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
八
九
）

研
修
セ
ン
タ
ー
（C

entre d’études et de recherches fi nancières et fi scales 

（C
E
R
F
F

）, U
N
IV

E
R
S
IT

E
 JE

A
N
 M

O
U
L
IN

 L
Y
O
N
 3

）

の
客
員
教
授
と
し
て
リ
ヨ
ン
に
滞
在
し
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
行
税
財
政
運
営
が
周
辺
小
規
模
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
と
っ
て
便
宜
で
効
率
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
現
地
で
実
感
し
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
シ
ス
テ
ム
を
日
本
で
も
導
入
で
き
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
本
稿
に
ま
と
め
た
。

（
10
） 
前
掲
・
総
務
省
報
道
資
料
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
」
三
頁
。
こ
の
市
町
村
数
一
、〇
〇
〇
は
、
平
成
一
二
年
一
二
月
一
日
閣
議
決
定
さ
れ

た
『
行
政
改
革
大
綱
』
に
お
い
て
も
「
Ⅱ
地
方
分
権
の
推
進
（
1
）
市
町
村
合
併
の
推
進　

ア　

基
本
的
考
え
方
」
の
中
で
も
、「
地
方
分
権
の
推

進
や
少
子
・
高
齢
化
の
進
展
、
国
・
地
方
を
通
じ
る
財
政
の
著
し
い
悪
化
な
ど
市
町
村
行
政
を
取
り
巻
く
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
中
に
あ
っ

て
、
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
、
向
上
さ
せ
、
ま
た
、
行
政
と
し
て
の
規
模
の
拡
大
や
効
率
化
を
図
る
と

い
う
観
点
か
ら
、
与
党
行
財
政
改
革
推
進
協
議
会
に
お
け
る
『
市
町
村
合
併
後
の
自
治
体
数
を
一
、〇
〇
〇
を
目
標
と
す
る
』
と
い
う
方
針
を
踏
ま

え
て
、
自
主
的
な
市
町
村
合
併
を
積
極
的
に
推
進
し
、
行
財
政
基
盤
を
強
化
す
る
。」
と
し
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
与
党
行
財
政
改
革
推
進
協
議

会
は
、
平
成
一
二
年
七
月
二
七
日
に
開
催
さ
れ
、
そ
の
中
で
の
調
整
と
し
て
「
年
内
実
施
の
可
能
性
を
検
討
す
べ
き
当
面
の
事
項
」
の
内
容
「
三

国
・
地
方
の
税
財
源
の
再
配
分
等
地
方
行
革
」
の
関
係
事
項
と
し
て
「
基
礎
的
自
治
体
の
強
化
の
観
点
で
、
市
町
村
合
併
後
の
自
治
体
数
を

一
、〇
〇
〇
を
目
標
と
す
る
と
の
決
定
」、
平
成
「
一
三
年
度
予
算
に
お
け
る
合
併
促
進
策
の
強
化
」
お
よ
び
平
成
「
一
三
年
度
予
算
に
お
け
る
統
合

補
助
金
制
度
の
拡
充
」
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
顧
問
会
議
第
一
九
回
議
事
概
要
（
平
成
一
二
年
九
月
二
〇
日
）
配

布
資
料
1
「
行
政
改
革
大
綱
の
策
定
に
つ
い
て
」
参
照
（http://w

w
w
.kantei.go.jp/jp/kom

on/dai19/s-list.htm
l

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載

確
認
）。

（
11
） 

フ
ラ
ン
ス
憲
法
七
二
条
一
項
は
、
そ
の
冒
頭
に
「L

es collectivités territoriales de la R
épublique sont les com

m
unes, les départem

ents, 

les régions

」（
共
和
国
の
地
方
公
共
団
体
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
、
県
、
地
域
圏
で
あ
る
）
と
規
定
し
て
い
る
（
条
文
引
用
は
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
法

令
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
レ
ジ
フ
ラ
ン
ス
（http://w

w
w
.legifrance.gouv.fr

）
か
ら
行
っ
た
。
邦
語
訳
は
筆
者
に
よ
る
）。

（
12
） 

フ
ラ
ン
ス
地
方
自
治
制
度
に
関
す
る
紹
介
文
献
は
多
く
あ
る
が
、
二
〇
〇
三
年
改
革
を
含
め
た
最
近
の
地
方
制
度
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
も
の
と

し
て
、
自
治
体
国
際
化
協
会
『
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
』（
同
協
会
、
各
国
の
地
方
自
治
シ
リ
ー
ズ　

第
三
〇
号
、
平
成
二
一
年
六
月
）（http://

w
w
w
.clair.or.jp/j/forum

/series/pdf/j30.pdf

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）、
門
彬
「
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
改
正
│
新
た
な
地
方
分
権
改
革

一
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
九
〇
）

法
の
制
定
│
」（
国
立
国
会
図
書
館
『
調
査
と
情
報
』
四
二
五
号
（http://dl.ndl.go.jp/view

/dow
nload/

digidepo_1000761_po_0425.pdf?contentN
o=1&

alternativeN
o=

）
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）、
お
よ
び

石
田
三
成
・
前
掲
報
告
書
が
有
益
で
あ
る
。

（
13
） 

フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
数
に
つ
い
て
は
、
前
掲
・
Ｄ
Ｇ
Ｃ
Ｌ
二
〇
一
四
年
冊
子
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
国
家
統
計

経
済
研
究
所
（IN

S
E
E
 :Institut national de la statique et des études économ

iques

）
の
資
料
（http://

w
w
w
.insee.fr/fr/m

ethodes/nom
enclatures/cog/docum

entation.asp

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
を

参
照
し
た
。

（
14
） 

パ
リ
、
マ
ル
セ
イ
ユ
お
よ
び
リ
ヨ
ン
の
大
都
市
特
例
に
つ
き
、
自
治
体
国
際
化
協
会
・
前
掲
書
四
五
頁
│

四
九
頁
、
石
田
三
成
・
前
掲
報
告
書
四
五
〇
頁
。
フ
ラ
ン
ス
の
国
立
人
口
統
計
研
究
所
（IN

E
D

：Institut 

national d’études dém
ographiques

）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
（http://w

w
w
.ined.fr/

）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
主
要

都
市
の
人
口
ラ
ン
キ
ン
グ
上
位
五
都
市
は
上
記
表
の
通
り
で
あ
る
（
表
は
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
加
工
し
た
）

（http://w
w
w
.ined.fr/fr/pop_chiff res/france/structure_population/com

m
unes/

）（
二
〇
一
四
年
六
月

掲
載
確
認
）。

パ
リ
、
マ
ル
セ
イ
ユ
お
よ
び
リ
ヨ
ン
は
、
単
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
人
口
規
模
上
位
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら

三
都
市
は
、
一
九
八
二
年
Ｐ
Ｍ
Ｌ
法
ま
た
は
Ｐ
Ｌ
Ｍ
法
と
言
わ
れ
る
「L

a loi no 82-1169 du 31 décem
bre 

1982 relative à l’organisation adm
inistrative de P

aris, M
arseille, L

yon et des établissem
ents 

publics de coopération intercom
m
unale

」
に
よ
る
特
例
が
設
定
さ
れ
、
ま
た
現
行
の
地
方
自
治
体
一
般
法
典

（
Ｃ
Ｇ
Ｃ
Ｔ
）
に
お
い
て
も
特
例
規
定
が
あ
る
（L

IV
R
E
 V

 à la D
E
U
X
IÈ

M
E
 P

A
R
T
IE

: L
A
 C

O
M

M
U
N
E
 

du C
G
C
T

）。
こ
れ
ら
三
都
市
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
（conseil m

unicipal

）
の
議
員
数
は
、
人
口
三
〇
万
以
上
都

市
の
議
員
数
が
六
九
名
（C

G
C
T
 art.L

2121-2
）
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
パ
リ
が
一
六
三
名
（C

G
C
T
 art.

L
2512-3

）、
マ
ル
セ
イ
ユ
が
一
〇
一
名
、
リ
ヨ
ン
が
七
三
名
と
な
っ
て
い
る
（C

G
C
T
 art.L

2513-1

）。

コミューン 1999年 2010年 順位

Paris　パリ 2,077,806 2,243,833 1

Marseille　マルセイユ 775,633 850,726 2

Lyon　リヨン 430,802 484,344 3

Toulouse　トゥールーズ 375,687 441,802 4

Nice　ニース 334,717 343,304 5

一
三
二



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
九
一
）

（
15
） 

フ
ラ
ン
ス
の
県
に
つ
い
て
の
歴
史
と
制
度
に
つ
き
、
自
治
体
国
際
化
協
会
・
前
掲
書
四
九
│

五
八
頁
、
石
田
三
成
・
前
掲
報
告
書
四
四
二
頁
│
四
四
三
頁
。

（
16
） 

フ
ラ
ン
ス
の
地
域
圏
に
つ
い
て
、
自
治
体
国
際
化
協
会
・
前
掲
書
五
九
│
六
七
頁
、
石
田
三

成
・
前
掲
報
告
書
四
四
四
頁
│
四
四
六
頁
。

（
17
） 

マ
ル
ス
ラ
ン
法
（la loi M

arcellin

）
は
、
正
式
に
は
「
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
合
併
お
よ
び
再
編
に

関
す
る
一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
法
律
」（
前
掲
注（
6
）参
照
）
で
あ
る
が
、
こ
の
法
律
の
施
行
に

よ
り
、
一
九
七
五
年
ま
で
に
一
〇
〇
〇
ほ
ど
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
合
併
に
よ
り
削
減
さ
れ
た
が
、
そ
の

後
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
か
ら
の
合
併
反
対
も
あ
り
、
大
規
模
な
合
併
削
減
も
な
く
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー

ン
数
は
推
移
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
の
自
治
体
合
併
等
に
よ
る
市
町
村
数
の
削

減
は
進
行
展
開
さ
れ
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
（C

onseil de l’E
urope

）
の
Ｃ
Ｄ
Ｌ
Ｒ

（C
om

ité européen sur la dém
ocratie locale et régionale

）
報
告
書
「L

es bonnes pratiques 

en m
atière de coopération intercom

m
unale en E

urope

」（https://w
cd.coe.int/V

iew
D
oc.

jsp?id=1377443&
S
ite=C

O
E

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
の
う
ち
自
治
体
構
造
に
関
す
る

表
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
一
九
五
〇
年
と
二
〇
〇
七
年
と
の
間
で
の
自
治
体
数
を
参
考
と
し
て
、

削
減
率
上
位
国
を
示
す
と
上
記
表
の
よ
う
に
な
る
（
フ
ラ
ン
ス
元
老
院
報
告
書
「P

rojet de loi de 

réform
e des collectivités territoriales

」（http://w
w
w
.senat.fr/rap/l09-169/l09-16921.

htm
l

）
記
事
を
基
に
表
に
加
工
）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）。
こ
の
間
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ

ミ
ュ
ー
ン
は
、
三
八
八
〇
〇
か
ら
三
六
七
八
三
へ
と
五
％
の
減
少
で
あ
っ
た
。

（
18
） 

コ
ミ
ュ
ー
ン
の
レ
ベ
ル
で
の
広
域
行
政
組
織
に
つ
い
て
、
自
治
体
国
際
化
協
会
・
前
掲
書
三
八

│
四
五
頁
参
照
。

（
19
） 

Ｃ
Ｃ
、
Ｃ
Ｕ
、
Ｃ
Ａ
お
よ
び
Ｓ
Ａ
Ｎ
の
邦
語
訳
は
、
自
治
体
国
際
化
協
会
（
パ
リ
事
務
所
）

国名
自治体数の推移

1950年 2007年 削減率

スウェーデン 2,281 290 87%

デンマーク 1,387 277 80%

イギリス 1,118 238 79%

ベルギー 2,359 596 75%

オーストリア 4,039 2,357 42%

ノルウェー 744 431 42%

ドイツ 14,338 8,414 42%

一
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
九
二
）

「
フ
ラ
ン
ス
の
広
域
行
政
│
第
四
の
地
方
団
体
│
」（C

L
A
IR

 R
E
P
O
R
T
 N

o276

）
の
表
記
を
参
照
し
た
。

（
20
） 

コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
単
一
目
的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
は
、
学
校
教
育
事
務
組
合

（syndicats intercom
m
unaux à vocation scolaire

：S
IV

C

）、
水
道
事
業
事
務
組
合
（syndicats intercom

m
unaux d’alim

entation en eau 

potable :S
IA

E

）
な
ど
、
日
本
の
一
部
事
務
組
合
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。
多
目
的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
は
、
日
本
の
広
域
連
合
と
類
似
す

る
事
務
組
合
組
織
で
あ
り
、
自
治
体
（
コ
ミ
ュ
ー
ン
、
県
、
地
方
圏
、
そ
の
他
の
課
税
権
を
有
す
る
自
治
共
同
体
）
の
み
で
構
成
さ
れ
る
閉
鎖
多
目

的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
（les S

yndicats M
ixtes ferm

és :S
M

 ferm
és

）
と
自
治
体
の
ほ
か
に
商
工
会
議
所
な
ど
の
公
的
機
関
を
も
含
め
た
解

放
多
目
的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
（les S

yndicats M
ixtes ouverts :S

M
 ouverts

）
と
に
区
別
さ
れ
も
す
る
。

（
21
） 

地
方
自
治
体
一
般
法
典
Ｌ
五
二
一
一
│
四
三
│
三
条
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
協
力
公
施
設
法
人
の
独
自
課
税
権
賦
与
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

租
税
一
般
法
典
（C

ode général des im
pôts :C

G
I

）
一
三
七
九
│
〇
条
の
二
は
、
そ
の
課
税
税
目
を
規
定
し
て
い
る
。
単
一
職
業
税
制
は
、
加

盟
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
職
業
税
（taxe professionnelle

、
住
居
税
、
既
建
築
不
動
産
税
お
よ
び
非
建
築
不
動
産
税
と
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
の
直
接
地
方
四

税
と
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
九
年
改
革
（loi nº 2009-1673 du 30 décem

bre 2009

）
に
よ
り
廃
止
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
地
域
経
済
分
担
金

（C
ontribution économ

ique territoriale
）
と
し
て
引
き
継
が
れ
た
）
課
税
を
や
め
、
共
同
体
が
そ
の
課
税
権
を
行
使
す
る
と
い
う
税
制
で
あ
る
。

付
加
税
制
は
、
加
盟
コ
ミ
ュ
ー
ン
税
に
か
か
る
付
加
税
を
共
同
体
に
て
課
税
す
る
税
制
と
な
る
。

（
22
） L

oi nº 66-1069 du 31 décem
bre 1966 relative aux com

m
unautés urbaines.

（
23
） L

oi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcem
ent et à la sim

plifi cation de la coopération intercom
m
unale.

（
24
） 

Ｄ
Ｇ
Ｃ
Ｌ
二
〇
一
四
年
冊
子
二
五
頁
に
は
、
①C

U
 de L

yon

、
②C

U
 L

ille M
étropole

、
③C

U
 de M

arseille P
rovence M

étropole 

（M
P
M

）、
④C

U
 de B

ordeaux

、
⑤C

U
 T

oulouse M
étropole

、
⑥C

U
 N

antes M
étropole

、
⑦C

U
 de S

trasbourg

、
⑧C

U
 du 

G
rand N

ancy

、
⑨C

U
 B

rest M
étropole O

céane

、
⑩C

U
 de D

unkerque

、
⑪C

U
 L

e M
ans M

étropole

、
⑫C

U
 d’A

rras

、
⑬C

U
 

L
e C

reusot M
ontceau-lès-M

ines

、
⑭C

U
 de C

herbourg

、
お
よ
び
⑮C

U
 d’A

lençon

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
25
） V

oir les articles 71 et suivants de la « loi du 6 février 1992 relative à l’adm
inistration territoriale de la R

épublique.

（
26
） 

Ｄ
Ｇ
Ｃ
Ｌ
二
〇
一
四
年
冊
子
一
八
頁
に
掲
載
す
る
「É

V
O
L
U
T
IO

N
 D

U
 N

O
M

B
R
E
 D

E
 G

R
O
U
P
E
M

E
N
T
S
 D

E
 C

O
M

M
U
N
E
S
 À

 

一
三
四



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
九
三
）

F
IS

C
A
L
IT

É
 P

R
O
P
R
E
 D

E
P
U
IS

 2010

」
に
よ
る
と
、
Ｃ
Ｃ
は
、
二
〇
一
〇
年
に
二
、四
〇
九
あ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
一
四
年
現
在

一
、九
〇
三
ま
で
減
少
し
て
い
る
。

（
27
） 
二
二
二
の
Ｃ
Ａ
の
リ
ス
ト
は
Ｄ
Ｇ
Ｃ
Ｌ
二
〇
一
四
年
冊
子
二
七
頁
か
ら
三
〇
頁
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
（
詳
細
省
略
）、
Ｓ
Ａ
Ｎ
の
リ
ス
ト
は

Ｄ
Ｇ
Ｃ
Ｌ
二
〇
一
四
年
冊
子
二
五
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
①S

A
N
 S

énart V
ille N

ouvelle

、
②S

A
N
 O

uest P
rovence

、
③S

A
N
 V

al 

d’E
urope

お
よ
び
④S

A
N
 de S

énart en E
ssonne

の
四
つ
で
あ
り
、
Ｍ
Ｅ
は
Ｄ
Ｇ
Ｃ
Ｌ
二
〇
一
四
年
冊
子
二
五
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

M
étropole N

ice C
ôte d’A

zur

の
み
で
あ
る
。
中
核
都
市
は
、
当
初
、
二
〇
一
〇
年
地
方
自
治
体
改
革
法
（la loi nº 2010-1563 du 16 

décem
bre 2010 de réform

e des collectivités territoriales

）
一
二
条
に
お
い
て
人
口
五
〇
万
人
以
上
の
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
た
が
、

二
〇
一
四
年
法
（L

a loi nº 2014-58 du 27 janvier 2014 de m
odernisation de l’action publique territoriale et d’affi  rm

ation des 

m
étropoles

）
四
三
条
に
お
い
て
四
〇
万
人
と
緩
和
さ
れ
た
（v. C

G
C
T
 art.L

. 5217-1

）。
ま
た
、
こ
の
二
〇
一
四
年
法
に
よ
り
、
パ
リ
、
リ
ヨ

ン
お
よ
び
マ
ル
セ
イ
ユ
の
中
核
都
市
（la m

étropole du G
rand P

aris, la m
étropole de L

yon et la m
étropole d’A

ix-M
arseille-P

rovence

）

が
構
想
さ
れ
て
い
る
。

（
28
） V

oir, l’article L
5214-1 du C

G
C
T
; « L

a com
m
unauté de com

m
unes est un établissem

ent public de coopération 

intercom
m
unale regroupant plusieurs com

m
unes d’un seul tenant et sans enclave. »

（
29
） L

oi nº 2010-1563 du 16 décem
bre 2010 de réform

e des collectivités territoriales.

（
30
） 

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
沿
革
に
つ
き
、
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
四
〇
周
年
関
連
記
事
（http://w

w
w
.grandlyon.com

/40ans/

）（
二
〇
一
四
年

六
月
掲
載
確
認
）
を
参
照
。
ま
たD

ossier de P
resse « L

es 40 ans du G
rand L

yon, historique, perspectives et am
bitions 

（janvier 

2009

） »

が
同
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
31
） V
oir, G

rand L
yon, op.cit. D

ossier de P
resse cité.

（
32
） 

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
構
成
五
九
コ
ミ
ュ
ー
ン
関
連
記
事
（http://w

w
w
.grandlyon.com

/59-com
m
unes.570.0.htm

l

）

（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
を
基
に
筆
者
が
作
成
し
た
。
二
〇
一
四
年
六
月
一
日
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
「Q

uincieux

」
が
加
盟
し
、
現
在
、
五
九
の

コ
ミ
ュ
ー
ン
に
て
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。

一
三
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
九
四
）

（
33
） 

石
田
三
成
・
前
掲
報
告
書
四
五
二
頁
。

（
34
） 

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
内
の
移
動
手
段
と
し
て
、
地
下
鉄
、
路
面
電
車
お
よ
び
バ
ス
（
一
部
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
）
の
ほ
か
、
共
同
で
使
用
す
る
レ
ン

タ
ル
自
転
車
（V

élo’v

）（voir,http://w
w
w
.velov.grandlyon.com

/

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
と
レ
ン
タ
ル
電
気
自
動
車
（C

ovoiturage

）

が
市
民
に
よ
り
利
用
さ
れ
て
い
る
。

（
35
） 

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
権
限
に
関
す
る
記
事
（http://w

w
w
.grandlyon.com

/C
om

petences.367.0.htm
l

）（
二
〇
一
四

年
六
月
掲
載
確
認
）
参
照
。

（
36
） 

同
右
。

（
37
） L

oi organique nº 2013-402 du 17 m
ai 2013 relative à l’élection des conseillers m

unicipaux, des conseillers com
m
unautaires 

et des conseillers départem
entaux 

（JO
R
F
 nº 0114 du 18 m

ai 2013 page 8241, N
O
R
: IN

T
X
1238495L

）, et surtout, art.32 de la 

loi nº 2013-403 du 17 m
ai 2013 relative à l’élection des conseillers départem

entaux, des conseillers m
unicipaux et des 

conseillers com
m
unautaires, et m

odifiant le calendrier électoral 

（JO
R
F
 nº 0114 du 18 m

ai 2013 page 8242, N
O
R
: 

IN
T
X
1238496L

）.

（
38
） 

フ
ラ
ン
ス
の
地
方
選
挙
は
、
二
回
実
施
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
人
口
規
模
に
よ
り
方
法
も
異
な
る
。
詳
細
は
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
内
「
フ
ラ
ン
ス
を
知
る
」＞

「
二
〇
一
四
年
フ
ラ
ン
ス
市
町
村
議
会
選
挙
」（http://w

w
w
.am

bafrance-jp.org/article7377

）
お
よ
び

「
フ
ラ
ン
ス
市
町
村
議
会
・
県
議
会
選
挙
」（http://w

w
w
.am

bafrance-jp.org/article2414

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
参
照
。

（
39
） 

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
政
治
組
織
に
関
す
る
記
事
（http://w

w
w
.grandlyon.com

/O
rganisation-politique.379.0.htm

l

）

（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
参
照
。

（
40
） 

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
政
治
組
織
に
関
す
る
記
事
（http://w

w
w
.grandlyon.com

/L
-organigram

m
e-des-

services.920.0.htm
l

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
参
照
。
そ
の
詳
細
な
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
41
） 

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
予
算
に
関
す
る
記
事
（http://w

w
w
.grandlyon.com

/B
udget.4629.0.htm

l

）（
二
〇
一
四
年
六

月
掲
載
確
認
）
参
照
。

一
三
六



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
九
五
）

L’ORGANIGRAMME DES SERVICES
DIRECTION GENERALE
-Direction de la prospective et du dialogue public
-Direction de l’évaluation et de la performance
-Mission coordination territoriale
-Mission coordination des services
-Missions territoriales
Direction de l’eau
- Secteur stratégie et exploitation
- Secteur études et travaux
- Service juridique, fi nances et marchés
- Service ressources humaines
- Service eau management
Direction de la propreté
- Division nettoiement
- Division gestion des déchets
- Division ressources
Direction de la voirie
- Ressources
- Opérations
- Proximité
Délégation générale aux ressources
- Direction des fi nances
- Direction des ressources humaines
- Direction des systèmes d’information et des télécommunications
- Direction des aff aires juridiques et de la commande publique
- Direction de la logistique et des bâtiments
- Direction des assemblées et de la vie institutionnelle
- Service communication interne
- Service Web et organisation
Délégation générale au développement économique et international
- Direction des ressources et de la performance
- Direction de l’attractivité et des relations internationales
- Direction des services aux entreprises
- Direction du foncier et de l’immobilier
Délégation générale au développement urbain
- Direction de la planifi cation et des politiques d’agglomération
- Direction de l’aménagement
- Direction de l’habitat et du développement solidaire urbain
- Direction fi nancière et administrative

一
三
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
九
六
）

（
42
） 

同
右
。

（
43
） 

同
右
。

（
44
） 
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
の
家
庭
ご
み
収
集
税
」
札
幌
法
学
第
二
二
巻
第
一
号
（
二
〇
一
〇
年
六
月
）
一
二
一
頁
│
一
四
三
頁
参
照
。

（
45
） 
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
予
算
に
関
す
る
記
事
（http://w

w
w
.grandlyon.com

/B
udget.4629.0.htm

l

）（
二
〇
一
四
年
六

月
掲
載
確
認
）
参
照
。

（
46
） 

一
五
都
市
共
同
体
の
う
ち
「C

U
 L

e M
ans M

étropole

」
と
「C

U
 de C

herbourg

」
が
付
加
税
制
を
採
用
し
、
残
り
の
都
市
共
同
体
は
単

一
職
業
税
制
を
採
用
し
て
い
る
。

（
47
） V

oir, C
G
I art.1609 nonies C

.

一
三
八


